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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

生
活
介
護

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
南
白
山
台

二
丁
目
一
七
の
二

〇

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
南
白
山
台

二
丁
目
一
七
の
二

〇

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
来

夢
の
里

八
戸
市
大
字
櫛
引

字
白
田
二
二
の
五

生
活
介
護

特
定
非
営
利

活
動
法
人
来

夢
の
里

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
常
光
田
二
五

の
一

〃

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
五
八
の
三

居
宅
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

な
み
の
こ

む
つ
市
松
原
町
二

九
二
の
一
〇

��

･

��･

��

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
五
八
の
三

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

な
み
の
こ

む
つ
市
松
原
町
二

九
二
の
一
〇

〃

株
式
会
社
ト

ラ
ス
ト
・
メ

イ
ト

青
森
市
大
字
平
新

田
字
池
上
一
一
の

一
〇
九

居
宅
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

リ
バ
イ
ブ

青
森
市
大
字
駒
込

字
桐
ノ
沢
一
三
六

の
四

〃

株
式
会
社
ト

ラ
ス
ト
・
メ

イ
ト

青
森
市
大
字
平
新

田
字
池
上
一
一
の

一
〇
九

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

リ
バ
イ
ブ

青
森
市
大
字
駒
込

字
桐
ノ
沢
一
三
六

の
四

〃

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

	
�


�
�

�

�

�

�
�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

広
瀬
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
広
瀬
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平

成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事

項
次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

二

瀬
辺
地
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
瀬
辺
地
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(
図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
四
五
四
号

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
太
田
三
の
一
か
ら

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
太
田
三
七
の
一
ま

で

平
成
��･

��･

��

県
道
倉
石
五
戸
線

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
太
田
一
〇
の
三
か

ら三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
森
ノ
下
タ
八
一
の

二
ま
で

〃

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

む
つ
市
脇
野
沢
辰
内
二
六
の
一
二
九
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
辰
内
五
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

五
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )
(

図
面
省
略)

三

坂
元
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
坂
元
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

四

山
田
一
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
山
田
一
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

五

高
根
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
高
根
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

六

山
田
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
山
田
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

七

山
田
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
山
田
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

八

第
一
東
高
根
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
第
一
東
高
根
沢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
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( )

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

第
二
東
高
根
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

二

第
三
東
高
根
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

東
津
軽
郡
�
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
を
も
っ
て
青
森

県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
耳
ケ
吠
三
○
の
一

小
松

清

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
杭

止
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

中
南
地
域
県
民
局
長

深

澤

守
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

対
馬

允

佐
々
木

隆

渋
谷

栄
悦

三
上

金
蔵

前
田

哲
男

神

金
造

鳴
海

清
彦

石
郷
岡
浩
昭

対
馬

敏
彦

本
田

寿
光

高
屋

和
巳

対
馬

允

佐
々
木

隆

渋
谷

栄
悦

三
上

金
蔵

鳴
海

淳

神

金
造

鳴
海

清
彦

工
藤

豊
次

対
馬

敏
彦

本
田

寿
光

石
郷
岡
浩
昭

弘
前
市
大
字
鳥
井
野
字
長
田
八
四
の
一

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
六
一
の
一

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

大
字
鼻
和
字
西
田
二
八
〇
の
四

〃

大
字
富
栄
字
鳥
羽
四
二

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
一
四
〇

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

大
字
富
栄
字
笹
崎
一
七
四

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
八
四
の
一

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
六
一
の
一

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
一
〇
八
の
三

〃

大
字
富
栄
字
鳥
羽
四
二

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

大
字
前
坂
字
箱
崎
七
の
一

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
一
四
〇

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

平
成

��･

��･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

正

誤
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平
成
��

･

�･

��

第
二
七
三
四
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

中
南
地
域
県
民
局

出
先
機
関

区

分

八
ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

大
字
植
田
字
山
下

一
四
七

誤

大
字
愛
宕
字
山
下

一
四
七

正



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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